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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放射線ビームを照射する放射線源と、前記放射線ビームを検出する放射線検出手段とを備
え、撮影目的に合わせて複数の撮影条件が選択可能となっている放射線撮影装置において
、
  前記放射線源を制御する放射線源制御手段と、
  前記放射線源制御手段が前記放射線源を制御するときの条件である制御条件と、オペレ
ータが手動で行う操作の条件である手動操作条件とが関連付けられているとともに関心部
位または被検体の大きさに対応した撮影条件を複数個記憶した撮影条件記憶手段と、
  前記撮影条件記憶手段に記憶された撮影条件を選択させる撮影条件選択手段と、
  前記手動操作条件を表示する表示手段とを備え、
  前記撮影条件選択手段により前記撮影条件が選択されると、前記撮影条件記憶手段から
選択された前記撮影条件に関する前記手動操作条件が読み出されて、それが前記表示手段
に表示されるとともに、
  前記撮影条件記憶手段から選択された前記撮影条件に関する前記制御条件が読み出され
て、それを基に、前記放射線源制御手段が前記放射線源を制御し、
  前記表示手段は前記制御条件も表示し、
  前記表示手段の表示を前記手動操作条件または前記制御条件のいずれかに切り替える表
示切替手段を更に備え、
  オペレータが放射線撮影の開始の指示を行うと、前記放射線源から放射線ビームが照射
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される前に、前記表示切替手段は前記表示手段の表示を前記制御条件に切り替えることを
特徴とする放射線撮影装置。
【請求項２】
  請求項１に記載の放射線撮影装置において、
  前記放射線検出手段を覆うように設けられた散乱放射線を除去する着脱自在の放射線グ
リッドを更に備え、
  前記手動操作条件は、（イ）前記放射線検出手段の種類に関する条件、（ロ）前記放射
線グリッドに関する条件、（ハ）前記放射線源と前記放射線検出手段との離間距離に関す
る条件、（ニ）前記放射線源または前記放射線検出手段と、被検体との離間距離に関する
条件のうちのいずれか少なくとも１つであることを特徴とする放射線撮影装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、放射線撮影装置に関し、特に、複数の撮影条件を選択することができる放
射線撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線撮影装置には、Ｘ線を照射するＸ線管と、Ｘ線を検出するＸ線フィルムを備えたも
のがある。この様なＸ線撮影装置でＸ線透視画像を得るには、被検体の関心部位や、関心
臓器によって、好適なＸ線管の管電圧、管電流、およびＸ線の照射時間などの撮影条件を
選択して撮影を行う必要がある。
【０００３】
　そこで、様々な撮影条件の内の一つをオペレータに選択させて、所望のＸ線透視画像を
撮影することができるＸ線撮影装置が考え出されている。このようなＸ線撮影装置は、撮
影の目的に適合した選択キーを選択することにより、一括して上述の撮影条件を設定でき
るようになっている。
【０００４】
　このようなＸ線撮影装置の構成は、例えば、特許文献１に開示されている。従来のＸ線
撮影装置５０は、図７（ａ）に示すように、被検体Ｍを載置する天板５１と、天板５１の
上部に設けられたＸ線を曝射するＸ線管５２と、その管電圧、管電流等を制御するＸ線管
制御部５３と、天板５１の下部に設けられたＸ線を検出するＸ線フィルム５４と、Ｘ線撮
影装置５０の撮影条件を記憶する撮影条件記憶部５５と、撮影条件を選択させる入力部５
６と、選択された撮影条件を表示する表示部５７とを備えている。そして、Ｘ線撮影装置
を統括的に制御する主制御部５８とを有している。
【０００５】
　そして、図７（ｂ）に示すように、入力部５６と表示部５７とは、操作盤５９に組み込
まれており、入力部５６は、複数の撮影条件を選択できる複数の入力キー５６ａを備えて
いる。そして、表示部５７は、撮影条件を構成する管電圧、管電流、撮影時間等を表示す
る構成となっている。
【０００６】
　オペレータが入力キー５６ａにて、検査に適当な撮影条件を選択すれば、撮影条件記憶
部５５に記憶された撮影条件が読み出され、Ｘ線管制御部５３は、この撮影条件をもとに
Ｘ線管５２を制御し、Ｘ線透視画像が撮影される。これにより、オペレータは、Ｘ線管の
管電圧、管電流、およびＸ線の照射時間を個々に入力する必要がなくなる。
【特許文献１】特開平９－７３９９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の構成の撮影条件とは、Ｘ線管の管電圧、管電流、およびＸ線の照
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射時間をいうのであって、オペレータが手動で行う操作は、含まれていない。Ｘ線撮影装
置でＸ線透視画像を撮影するためには、Ｘ線フィルムの大きさや、散乱Ｘ線を吸収するＸ
線グリッドの有無、Ｘ線管と天板との距離を撮影に合わせて変更させなければならない。
これらの操作は、オペレータが手動で行うものであり、Ｘ線撮影装置が自動で設定を変更
するものではないので、Ｘ線撮影装置の主制御部が関知しないものである。このことから
すると、当然にして、この様なオペレータが手動で行う操作の条件は、撮影条件記憶部に
記憶される構成となっていない。
【０００８】
　オペレータが手動で行う操作の条件は、実際のところ、オペレータがＸ線撮影装置の操
作マニュアルを熟読することで選択される。頻繁に使用される撮影条件については、簡易
メモなどを利用して操作マニュアルがなくてもＸ線透視画像の撮影が可能であるが、選択
されることが稀な撮影条件のもとＸ線透視画像の撮影を行おうとすると、簡易メモが利用
できないので、やはり操作マニュアルを熟読することとなる。
【０００９】
　なお、開業医などの医師にあっては、放射線技師を介さず自らＸ線撮影装置を操作して
、Ｘ線透視画像を撮影する場合がある。一般に、医師は、日常的にＸ線透視画像の撮影を
行っているわけではないので、オペレータが手動で行わなければならない操作の条件につ
いては不慣れである場合が多い。したがって、医師が行うＸ線透視画像の撮影は、医師に
とって労力を費やすものとなり、Ｘ線透視画像の撮影に長い時間が必要となる。そのため
、医師の診察時間を圧迫してしまう。
【００１０】
　本発明は、この様な事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、オペレータが所
望の撮影条件を選択すれば、オペレータが手動で行う操作の条件を表示部にて表示するこ
とで、放射線透視画像の撮影の作業効率を向上できる放射線撮影装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、この様な目的を達成するために、次のような構成をとる。
　すなわち、請求項１に記載の発明は、放射線ビームを照射する放射線源と、放射線ビー
ムを検出する放射線検出手段とを備え、撮影目的に合わせて複数の撮影条件が選択可能と
なっている放射線撮影装置において、放射線源を制御する放射線源制御手段と、放射線源
制御手段が放射線源を制御するときの条件である制御条件と、オペレータが手動で行う操
作の条件である手動操作条件とが関連付けられているとともに関心部位または被検体の大
きさに対応した撮影条件を複数個記憶した撮影条件記憶手段と、撮影条件記憶手段に記憶
された撮影条件を選択させる撮影条件選択手段と、手動操作条件を表示する表示手段とを
備え、撮影条件選択手段により撮影条件が選択されると、撮影条件記憶手段から選択され
た撮影条件に関する手動操作条件が読み出されて、それが表示手段に表示されるとともに
、撮影条件記憶手段から選択された撮影条件に関する制御条件が読み出されて、それを基
に、放射線源制御手段が放射線源を制御することを特徴とするものである。
【００１２】
　［作用・効果］上記構成によれば、Ｘ線透視画像を取得するに当たり、オペレータが放
射線撮影装置の操作マニュアルを熟読する必要がなくなる。放射線透視画像を取得すると
きに、撮影条件選択手段で撮影条件が選択されると、それに関するオペレータが手動でオ
かなう操作の条件である手動操作条件が表示手段に表示される。したがって、オペレータ
は、この手動操作条件を参照して、各手動操作を行うことができる。しかも、放射線源制
御手段が放射線源を制御する条件である制御条件と、手動操作条件が関連付けられている
ので、オペレータに何ら負担をかけることなく、選択した撮影条件にふさわしい手動操作
を行うことができる。本発明に係る放射線撮影装置は、特に、放射線技師を介さず、自ら
放射線透視画像を撮影する医師に好適なものとなっている。放射線透視画像の撮影が簡便
なものとなることからすると、放射線透視画像の撮影に費やされる時間が短縮される。そ



(4) JP 5146064 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

のため、医師は、本発明に係る放射線撮影装置によって節約された時間を患者の診断に充
てることができる。この様に、上記構成によれば、放射線透視画像の撮影の作業効率を向
上することができる。
【００１３】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の放射線撮影装置において、表示手段
は制御条件も表示し、表示手段の表示を手動操作条件または制御条件のいずれかに切り替
える表示切替手段を更に備え、オペレータが放射線撮影の開始の指示を行うと、放射線源
から放射線ビームが照射される前に、表示切替手段は表示手段の表示を制御条件に切り替
えることを特徴とするものである。
【００１４】
　［作用・効果］上記構成によれば、オペレータは、常に所望の諸条件を確認しながら放
射線透視画像の撮影の準備を行うことができる。オペレータが表示切替手段を操作すれば
、表示手段に表示されている手動操作条件が制御条件へと切り替わる。しかも、放射線源
から放射線ビームが照射される前に、表示切替手段は、放射線源の制御条件を表示手段に
表示させる構成となっているので、放射線ビームが照射されている期間には制御条件が表
示され、オペレータはそれを確認することができる。
【００１５】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１または請求項２に記載の放射線撮影装置にお
いて、放射線検出手段を覆うように設けられた散乱放射線を除去する着脱自在の放射線グ
リッドを更に備え、手動操作条件は、（イ）放射線検出手段の種類に関する条件、（ロ）
放射線グリッドに関する条件、（ハ）放射線源と放射線検出手段との離間距離に関する条
件、（ニ）放射線源または放射線検出手段と、被検体との離間距離に関する条件のうちの
いずれか少なくとも１つであることを特徴とするものである。
【００１６】
　［作用・効果］上記構成によれば、オペレータが放射線透視画像の撮影に必要な手動操
作条件が確実に表示される放射線撮影装置が提供できる。撮影時にオペレータが手動で行
う操作には主なものとして、放射線検出手段の種類の選択、放射線グリッドの搭載、放射
線源、放射線検出手段、および被検体の三者に関する位置関係の調節がある。上記構成に
よれば、オペレータの手動操作に必要な条件が表示手段に確実に表示されるので、より放
射線透視画像の撮影が簡便な放射線撮影装置が提供できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、オペレータの労力を極力抑制した放射線撮影装置が提供できる。撮影
条件選択手段で撮影条件が選択されると、表示手段は手動操作条件を表示するので、オペ
レータは、表示手段に表示された手動操作条件を参照しながら手動の操作を行うことがで
きる。しかも、オペレータが表示切替手段を操作すれば、表示手段に表示されている手動
操作条件が制御条件へと切り替わるので、オペレータが所望ならば、表示手段の表示内容
を制御条件に変更させることができる。さらには、手動操作条件は、（イ）放射線検出手
段の種類に関する条件、（ロ）放射線グリッドに関する条件、（ハ）放射線源と放射線検
出手段との離間距離に関する条件、（ニ）放射線源または放射線検出手段と、被検体との
離間距離に関する条件条件のうちのいずれか少なくとも１つであるので、表示手段に表示
される手動操作条件は、オペレータが放射線透視画像の撮影に必要な手動操作条件となっ
ている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る放射線撮影装置の実施例について、図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１は、実施例１に係るＸ線撮影装置の構成を説明する機能ブロック図である。なお、
Ｘ線は、本発明における放射線の一例である。図１に示すように、Ｘ線撮影装置１は、被
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検体Ｍを載置する天板２と、天板２の上部に設けられたコーン状のＸ線ビームを曝射する
Ｘ線管３と、その管電圧、管電流等を制御するＸ線管制御部４と、天板２の下部に設けら
れたＸ線ビームを検出するＸ線フィルム５と、Ｘ線フィルム５のＸ線入射面を覆うように
配置されたＸ線グリッド６と、Ｘ線管３を支持するＸ線管支持部材７を備えている。この
Ｘ線管支持部材７は、ｚ方向に伸縮自在となっており、Ｘ線管３は、オペレータの手動操
作に基づいて、ｚ方向に移動自在となっているとともに、固定とその解除も自在となって
いる。したがって、Ｘ線管３とＸ線フィルム５との距離は、Ｘ線管支持部材７を調節する
ことにより、任意に変更できる。なお、Ｘ線管、Ｘ線管制御部、およびＸ線フィルムは、
本発明の放射線源、放射線源制御手段、および放射線検出手段のそれぞれに相当する。
【００２０】
　また、Ｘ線撮影装置１は、Ｘ線撮影装置の様々な撮影条件を記憶する撮影条件記憶部８
と、撮影条件を選択させる撮影条件選択部９と、後述の手動操作条件を表示する表示部１
０と、表示部１０の表示を切り替える表示切替部１１とを備えている。そして更に、Ｘ線
撮影装置１は、それを統括的に制御する主制御部１２を備えている。そして、Ｘ線撮影装
置１は、撮影条件選択部９、表示部１０が実装された操作盤３０を有しているが、この構
成については、後述のものとする。なお、表示部、撮影条件記憶部、撮影条件選択部、お
よび表示切替部は、本発明の表示手段、撮影条件記憶手段、撮影条件選択手段、および表
示切替手段に相当する。
【００２１】
　撮影条件記憶部８の構成について説明する。撮影条件記憶部８は、図１に示すように、
制御条件記憶部８ａと、手動操作条件記憶部８ｂとを備えている。図２は、実施例１に係
る各条件記憶部の構成を説明する図である。制御条件記憶部８ａとは、図２（ａ）に示す
ように、Ｘ線撮影装置１を電気的に制御するためのデータ群（以下、制御条件２８と呼ぶ
）が格納されている記憶部であり、例えば、Ｘ線管の管電圧データ２２，管電流データ２
３，およびＸ線の照射時間データ２４が撮影条件番号２１によって関連付けられたテーブ
ルデータである。なお、本実施例のいう撮影条件番号とは、関心部位の種類、被検体の大
きさなどを考慮した撮影の種類に対応して付与された符号であり、制御条件と、手動操作
条件とが１対１で関連付けられている撮影条件の各々に１つずつ設けられている。
【００２２】
　一方、手動操作条件記憶部８ｂとは、図２（ｂ）に示すように、オペレータが手動で行
う操作の内容（以下、手動操作条件２９と呼ぶ）が格納されている記憶部であり、例えば
、Ｘ線フィルムの大きさデータ２５，Ｘ線グリッドの必要性を示すデータ２６，およびＸ
線管とＸ線フィルムまでの離間距離データ２７が撮影条件番号２１によって関連付けられ
たテーブルデータである。なお、各データ２５，２６，および２７は、本発明の（イ）放
射線検出手段の種類に関する条件、（ロ）放射線グリッドに関する条件、および（ハ）放
射線源と放射線検出手段との離間距離に関する条件のそれぞれが、手動操作条件記憶部８
ｂにおいてデータとして具体化されたものである。
【００２３】
　なお、本発明のいう撮影条件とは、制御条件２８と、手動操作条件２９との両方を含ん
だ概念である。図２を参照すれば分かるように、撮影条件記憶部８には、単一の撮影条件
番号２１について、制御条件２８と、手動操作条件２９とが１対１で記憶されており、制
御条件２８と、手動操作条件２９とが、撮影条件番号２１という共通のパラメータで関連
付けられている。
【００２４】
　次に、実施例１に係る表示部１０について説明する。図３は、実施例１に係る操作盤を
説明する平面図である。図３（ａ）、および図３（ｂ）の示すように、操作盤３０には、
例えば、３つの表示窓１０ａないし１０ｃを備えた表示部１０と、複数の撮影条件番号選
択キー９ａで構成される撮影条件選択部９が備えられている。また、操作盤３０には、表
示切替部１１にオペレータの指示を入力させる表示切替キー３１が備えられている。操作
盤３０は、さらに、Ｘ線透視画像の撮影を開始させるＳＴＡＲＴキー３２も備えている。
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図３（ａ）においては、３つの表示窓１０ａないし１０ｃには、制御条件２８が表示され
ている。すなわち、表示窓１０ａにはＸ線管３の管電圧、表示窓１０ｂにはＸ線管３の管
電流、表示窓１０ｃにはＸ線の照射時間が表示されている。
【００２５】
　オペレータが表示切替キー３１を押すと、表示部１０の表示内容が更新され、３つの表
示窓１０ａないし１０ｃには、例えば、手動操作条件２９が表示される。すなわち、表示
窓１０ａにはＸ線フィルムの大きさが、表示窓１０ｂにはＸ線グリッドの必要性が、表示
窓１０ｃにはＸ線管とＸ線フィルムまでの離間距離が表示される。以降、オペレータが表
示切替キー３１を押す毎に、表示切替部１１は表示部１０の表示内容を更新することで切
り替え、制御条件２８と手動操作条件２９とが交互に表示される。つまり、オペレータが
表示切替キー３１を押す毎に、表示部１０は、図３（ａ）の状態と、図3（ｂ）の状態と
を繰返す。
【００２６】
　次に、実施例１に係るＸ線撮影装置１の動作について説明する。図４は、実施例１に係
るＸ線撮影装置の動作を説明するフローチャートである。なお、下記の説明には、図１も
共に参照されたい。実施例１に係るＸ線撮影装置１でＸ線透視画像を取得するには、まず
、被検体Ｍを天板２に載置する（ステップＳ１）。そして、オペレータは、撮影目的に合
わせて撮影条件選択部９における撮影条件番号選択キー９ａのうちの１つを選択して押し
、所望の撮影条件番号を選択する。これにより、撮影条件記憶部８に記憶された複数個の
撮影条件の１つが選択されたことになる（ステップＳ２）。
【００２７】
　そして、表示部１０には、オペレータが選択した撮影条件に関する制御条件２８が撮影
条件記憶部８から読み出されて表示される。そのときの制御盤３０の様子は、図３（ａ）
に示す如くである。ここで、Ｘ線撮影装置１は、この状態で待機し、オペレータの入力を
待つ（ステップＳ４）。そして、オペレータが、手動操作条件２９を確認したい場合、操
作盤３０の切替キー３１が押されることになる。そうすると、表示切替部１１は、表示部
１０の表示を切り替える。具体的には、オペレータが選択した撮影条件に関する手動操作
条件２９が撮影条件記憶部８から読み出されて表示される（ステップＳ５）。そのときの
制御盤３０の様子は、図３（ｂ）に示す如くである。このとき、例えば、Ｘ線フィルム５
のサイズは、３０×３０ｃｍであり、Ｘ線グリッドは必要であり、Ｘ線管３とＸ線フィル
ム５までの離間距離は１００ｃｍであることをオペレータは読み取ることができる。
【００２８】
　次に、オペレータは、表示窓１０ａを参照してＸ線フィルム５を選択して、Ｘ線撮影装
置１に搭載し（ステップＳ６）、続いて表示窓１０ｂを参照して、必要に応じてＸ線フィ
ルム５のＸ線検出面を覆うようにＸ線グリッド６をＸ線撮影装置１に搭載し（ステップＳ
７）、最後に、表示窓１０ｃを参照して、Ｘ線管支持部材７を調節することにより、Ｘ線
管３とＸ線フィルム５との距離を所定のものとする（ステップＳ８）。
【００２９】
　ステップＳ８が終了した時点で、Ｘ線撮影装置１は、オペレータの入力待機状態となっ
ている（ステップＳ９）。ここで、オペレータが、制御条件２８を再確認したい場合、操
作盤３０の切替キー３１が押されることになる。すると、表示切替部１１は表示部１０の
表示を切り替え、オペレータが選択した撮影条件に関する制御条件２８が撮影条件記憶部
８から読み出されて表示される（ステップＳ１０）。
【００３０】
　オペレータがＸ線透視画像の撮影を開始したい場合は、操作盤３０のＳＴＡＲＴキー３
２を押す（ステップＳ１１）。すると、表示切替部１１は表示部１０の表示をオペレータ
の指示にかかわらず強制的に切り替え、オペレータが選択した撮影条件に関する制御条件
２８が撮影条件記憶部８から読み出されて表示される（ステップＳ１２）。このように、
実施例１に係るＸ線撮影装置１は、Ｘ線の照射直前においては、表示部１０には、Ｘ線管
の管電圧、管電流、およびＸ線の照射時間が表示される。
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【００３１】
　そして、オペレータが選択した撮影条件に関する制御条件を撮影条件記憶部８から読み
出される。Ｘ線管制御部４は、これを基にＸ線管３を制御し、Ｘ線曝射が開始される（ス
テップＳ１３）。Ｘ線管３のＸ線照射が終わると、Ｘ線フィルム５には、被検体Ｍの透視
画像が映りこんでいる。これをもって、実施例１に係るＸ線撮影装置１を用いたＸ線透視
画像の取得は終了となる。
【００３２】
　以上のように、実施例１に係るＸ線撮影装置１によれば、Ｘ透視画像を取得するに当た
り、オペレータがＸ線撮影装置１の操作マニュアルを熟読する必要がなくなる。Ｘ線透視
画像を取得するときに、表示部１０には、オペレータが選択した撮影条件に対応したオペ
レータが手動で行う操作の内容である手動操作条件２９が表示される。したがって、オペ
レータは、この手動操作条件２９を参照して、Ｘ線フィルム５の大きさ、Ｘ線グリッド６
の必要性、およびＸ線管３とＸ線フィルム５までの離間距離などの各手動操作を行うこと
ができる。しかも、手動操作条件２９は、オペレータが選択した撮影条件に関したものと
なっているので、オペレータに何ら負担をかけることなく、オペレータは、確実に選択し
た撮影条件にふさわしい手動操作を行うことができる。実施例１に係るＸ線撮影装置１は
、特に、放射線技師を介さず自らＸ線撮影装置を操作して、Ｘ線透視画像を撮影する医師
に好適なものとなっている。Ｘ線透視画像の撮影が簡便なものとなることからすると、Ｘ
線透視画像の撮影に費やされる時間が短縮される。そのため、医師は、実施例１に係るＸ
線撮影装置１によって節約された時間を患者の診断に充てることができる。この様に、実
施例１の構成によれば、Ｘ線透視画像の撮影の作業効率を向上することができる。
【００３３】
　本発明は、上記実施例に限られることなく、以下のように変形実施することができる。
【００３４】
　（１）上述の実施例において、オペレータが、表示部１０の表示内容を変更したい場合
、操作盤３０の切替キー３１を押す操作が行われる構成となっていたが、本発明はこれに
限らない。図５に示すように、切替キー３１を有しない構成とすることもできる。この場
合、例えば、操作盤３０に設けられたＳＨＩＦＴキー３３を押しながら、操作盤３０にお
ける何らかの操作キーを押すことで、表示部１０の表示が切り替えられてもよい。その他
、操作盤３０における複数の操作キーを同時に押すことによって切り替えられてもよいし
、操作盤３０における複数の操作キーを所定の順番で押すことで切り替えられてもよい。
【００３５】
　（２）上述の実施例において、Ｘ線撮影装置１は、表示部１０の表示内容が変更された
後、オペレータの入力待機状態となっていたが、本発明はこれに限らない。表示部１０の
表示内容を変更して所定時間が経過すれば、表示を自動的に切り替える構成としてもよい
。本変形例によれば、例えば、オペレータが表示部１０の表示内容を変更して３０秒経過
した時点で、表示切替部１１が表示部１０の表示を自動的に制御条件２８に切り替える構
成とすることができる。また、上述の実施例と、本変形例で異なる表示部１０における表
示の切り替え様式を選択させる構成としてもよい。
【００３６】
　（３）上述の実施例の動作フローにおけるステップＳ２において、オペレータが所望の
撮影条件を選択すると、表示部１０には、制御条件２８が表示される構成であったが、本
発明はこれに限らない。オペレータが所望の撮影条件を選択すると、表示部１０には、手
動操作条件２９が表示される構成としてもよい。また、上述の実施例と、本変形例で異な
る表示部１０における表示様式を選択させる構成としてもよい。
【００３７】
　（４）上述の実施例において、表示部１０は、制御条件２８，または手動操作条件２９
のいずれかを択一的に表示する構成となっていたが、本発明はこれに限らない。図６に示
すように、表示部１０は、制御条件２８，および手動操作条件２９を個別に表示する表示
領域１０ｄ，および１０ｅを備えていてもよい。本変形例によれば、切替キー３１は、不
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要であり、オペレータは表示部１０の表示を切り替えることなく、Ｘ線透視画像の撮影に
必要な諸条件を表示部１０から読み取ることができる。
【００３８】
　（５）上述の実施例において、手動操作条件２９を表示する表示部１０は、操作盤３０
に設けられていたが、本発明はこれに限らない。Ｘ線撮影装置１の本体部分を形成する天
板２の側面や、Ｘ線管支持部材７に設けてもよい。一般に、操作盤３０は、オペレータの
放射線被曝を避けるため、Ｘ線撮影装置１の本体とは隔離された別室に用意される。Ｘ線
撮影装置１の本体部分を形成する部材に手動操作条件２９を表示する表示部を設ければ、
ステップＳ６ないしステップＳ８において、オペレータは確実に、この表示部に表示され
た手動操作条件２９を参照することができる。なお、本変形例は、Ｘ線撮影装置１の本体
の本体部分に設けられた表示部とは別に、操作盤３０には少なくとも制御条件２８を表示
する表示部が備えられている構成を開示するものである。
【００３９】
　（６）上述の実施例において、手動操作条件２９を構成するＸ線グリッドに関する条件
は、Ｘ線グリッドの必要性に関するものであったが、本発明はこれに限らない。Ｘ線グリ
ッドの種類を本発明のＸ線グリッドに関する条件に加えてもよい。本変形例によれば、表
示部１０にＸ線グリッド６の種類情報が表示されるので、撮影条件番号によって、Ｘ線グ
リッド６が有する吸収箔の間隔や、Ｘ線グリッド６の厚さなどの詳細な変更が簡便に行う
ことができる。
【００４０】
　（７）上述の実施例において、手動操作条件２９は、Ｘ線フィルムの種類に関する条件
、Ｘ線グリッドに関する条件、およびＸ線管とＸ線フィルムとの離間距離に関する条件で
あったが、本発明はこれに限らない。手動操作条件２９は、Ｘ線管支持部材７の傾斜角度
に関する条件を含んでいてもよい。つまり、本発明は、Ｘ線管３，Ｘ線フィルム５，およ
びＸ線管支持部材７が傾斜する構成のＸ線撮影装置にも適応できる。このようなＸ線撮影
装置において、オペレータは、撮影条件番号に応じて手動で、Ｘ線管３，Ｘ線フィルム５
，およびＸ線管支持部材７を傾斜させる。本変形例によれば、Ｘ線管支持部材７の傾斜角
度が表示部１０に表示されるので、オペレータは、表示部１０を参照することで選択した
撮影条件に応じて好適な傾斜角度を難なく知ることができる。
【００４１】
　（８）また、手動操作条件２９は、Ｘ線管３またはＸ線フィルム５と、被検体Ｍとの離
間距離に関する条件を含んでもよい。つまり、本発明は、Ｘ線管３と被検体Ｍとの離間距
離が調整できる構成や、Ｘ線フィルム５と被検体Ｍとの離間距離が調整できる構成のＸ線
撮影装置にも適応できる。本変形例によれば、Ｘ線管３と被検体Ｍとの離間距離、Ｘ線フ
ィルム５と被検体Ｍとの離間距離のいずれかの少なくとも１つが表示部１０に表示される
ので、オペレータは、表示部１０を参照することで選択した撮影条件に応じて好適なＸ線
管３またはＸ線フィルムと、被検体Ｍとの離間距離に関する条件を難なく知ることができ
る。
【００４２】
　（９）上述の実施例において、放射線はＸ線であったが、本発明は特にこれに限らない
。
【００４３】
　（１０）上述の実施例において、放射線検出手段はＸ線フィルムであったが、本発明は
特にこれに限らない。放射線検出手段は、半導体素子で構成されるフラットパネル・ディ
テクタ（ＦＰＤ）であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】実施例１に係るＸ線撮影装置の構成を説明する機能ブロック図である。
【図２】実施例１に係る各条件記憶部の構成を説明する図である。
【図３】実施例１に係る操作盤を説明する平面図である。
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【図４】実施例１に係るＸ線撮影装置の動作を説明するフローチャートである。
【図５】本発明の１変形例の構成を説明する平面図である。
【図６】本発明の１変形例の構成を説明する平面図である。
【図７】従来構成のＸ線撮影装置の構成を説明する機能ブロック図である。
【符号の説明】
【００４５】
３　　Ｘ線管（放射線源）
４　　Ｘ線管制御部（放射線源制御手段）
５　　Ｘ線フィルム（放射線検出手段）
８　　撮影条件記憶部（撮影条件記憶手段）
９　　撮影条件選択部（撮影条件選択手段）
１０　表示部（表示手段）
１１　表示切替部（表示切替手段）

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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